
 

くるっぱのイラストがもっと使いやすくなりました！

くるっぱデザイン使用マニュアル ２ 

久留米市イメージキャラクター｢くるっぱ｣は平成２５年３月１６日に誕生しました。 

これからもより多くの皆様にイラストを活用して久留米の PR をおこなっていただきたい

と思い、活用方法についてわかりやすく説明した手引きを作成しました。 

申請の際にはぜひご活用ください。 



 

●申請内容についてよくご確認ください。 

 

 

 

 

・規定のデザイン２４～２８の看板等の大きさを変更して使用は可。 

（ただしデータ加工は使用者で実施） 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・見切れる場合について 

NGの例 

顔のパーツやお皿、甲羅が隠れている場合は不可です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ｢くるっぱ｣の色、形を変更することはできません。

また、一部を省略できません。 

 



OKの例 

顔のパーツやお皿、甲羅全体が確認することができれば使用可とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

・部分パーツのみの使用は原則禁止です。 

ただし、下図のようにくるっぱとして確認ができるようなデザインの場合は申請書を提出後、審査を

行います。 

データについては使用者で加工していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・顔のみのパーツ ・後姿のみのパーツ 



 

 

 

 

 

NGの例 

 

 

 

 

 

 

 

OKの例 

くるっぱの周りに絵をつけることは問題ありません。 

顔のパーツ、頭のお皿、甲羅に掛からない部分であれば可とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重なっても良いエリア・・・           斜線表示 

 

 

 

 

久留米 

 
 

② ｢くるっぱ｣に他の図形や文字など重ねて使用出来

ません。 

 



 

 

 

 

NGの例 

看板やふきだしには特定の企業や団体名や商品名を記載することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKの例 

看板やふきだしに言葉を入れる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ｢くるっぱ｣の年齢や性別が特定される服装や持ち

物を持たせたりできません。特定の企業や団体名の入

った服装なども着せられません。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印刷の関係上指定色が出ない場合や商品のバリエーションによって色を変更する場合については、イ

メージを損なわないことを原則として作成します。デザイン案をご提出いただき、審査します。 

 

 

 

 

 

文字を使用しているイラスト（規定イラスト１３、１９、２３、４２、４４）については、反転する

ことを禁止とします。 

例)                       

規定イラスト９   →    反転 ○        

 

 

 

 

 

 

 

禁止例） 

   規定イラスト２３    →   反転  × （文字が反転している） 

 

 

 

 

 

④ キャラクターの指定色は基本色、２色、淡色とします。 

⑤ イラストの左右・上下反転の使用は可とします。 

 



 

 

 

スペースが無い場合や他キャラクターの紹介との兼ね合い等で表記できない場合については備考欄

にその旨記入し、デザイン案を必ずご提出ください。 

 

例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャラクターのそばに表記をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チラシ、ポスター、旗、刊行誌などです。 

 

 

 

 

 

 

お散歩させたり、手を上下させるような動きをさせるなどの場合についてはご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

⑦ 印刷用データは必ずイラストレーターのデータを

使用してください。 

 

⑥ 原則として、愛称ロゴ｢くるっぱ｣および｢久留米市

イメージキャラクター｣表記をしてください。 

 

⑧ アニメーションにする場合 

 



 

 

 

 

規定イラスト１を限定として、使用可とします。 

下図『くるっぱシルエット』デザインを使用する場合は、以下の注意事項をお守りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くるっぱシルエット 

OKの例 

 

 

 

 

 

 

 

ページ番号等に使用      文字を重ねる        逆光感を演出 

 

OKの例で使用する場合は・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ シルエットとして使用する場合 

968 くるめ 

単色又はフルカラーのくるっぱイラストをどこかで使用すること 

・注意事項 

①シルエット画像を使用する際のみ、デザイン内で文字を被せることを可とします。 

②新たなイラストパーツを被せることはできません。（既存パーツの一部分のみ白抜き

で表示させる、帽子など被せるなど） 

③同じ印刷物で、表情やパーツ全体がくるっぱとして確認できるデザインを使用し、

愛称ロゴ及び｢久留米市イメージキャラクター｣の記載をしてください。 

 



NGの例 

  

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

平成２６年度以降に新たに追加されたデザインについて、お知らせします。 

 

既存パーツの一部分だけ白抜きや異なる色を 

着色にするなど 

新たなパーツを組み合わせる 

⑩ 新たな展開のデザイン 

● 自転車くるっぱ 

自転車くるっぱ１ 自転車くるっぱ２ 自転車くるっぱ 3 

稲穂くるっぱ 

● 食べ物くるっぱ 

ぶどうくるっぱ 

● コスモスくるっぱ 

コスモスくるっぱ１ コスモスくるっぱ２ コスモスくるっぱ３ 


